
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業
令和７年度 千葉労働局委託事業

▼お問合せ先▼

千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル６Ｆ

TEL：043-202-1717   FAX：043-202-1833

公益財団法人 介護労働安定センター 千葉支部

◆ 介護職員等処遇改善加算に対応した雇用管理制度を作りたい！

◆ 評価制度やキャリアパスに連動した賃金制度を導入・見直したい！

◆ 職員のメンタルヘルス対策やハラスメント対策をしたい！

◆ 業務改善に取り組む体制づくりをしたい！

当センターの雇用管理改善サポーターが魅力ある職場づくりのためのお手伝い
をさせていただきます。

～ 「魅力ある職場づくり」に参加してみませんか ～

無料相談は
最大5回できます

無料相談ご希望の方は、
裏面の相談支援申込書に
必要事項をご記入の上
ＦＡＸにてお申込みください

対面・オンライン
どちらでのご相談にも対応します！

お気軽に
お申し込みください

介護業界で相談実績豊富な
雇用管理改善サポーターによる

≪無料相談≫のご案内

など、様々な雇用管理改善のご相談に対応いたします

※ この事業にご参加いただく事業所様には、地域や同種の介護サービスの連携を深めながら、介護業界全体の魅力アップ（人材確保）に向けてのご協力をお願いします

◆ 介護ロボットの導入やＩＣＴ機器の活用、外国人材の活用をしたい！

◆ 人材定着や人材確保につながる職場環境を作りたい！

◆ 育児・介護休業法の改正に対応した雇用管理制度を作りたい！



(公財)介護労働安定センター 千葉支部

FAX : 043-202-1833

※「相談支援申込票」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、相談、

当センター職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに

使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

令和７年度 千葉労働局 委託事業

介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業
雇用管理改善サポーターによる

相 談 支 援 申 込 書

◆個別相談の支援をご希望される事業所が２０事業所を超える場合は、ご希望に添えない場合があります。
◆個別相談の支援回数は最大５回程度と致します。

無料
 申込日 ： 令和 年 月 日

事業所名

ご
担
当
者

役職

氏名

提供サービス
※主たるサービスをご記入ください。

開設年月 西暦(   )年(  )月

所 在 地

〒

電話番号   （ ） FAX番号    （ ）

相談方法
※どちらかに○

  対面・オンライン

※オンライン相談ご希望の方は、必ずご記入ください。

E-mail:

相談内容

  希望する内容に  
  してください

(最大３つまで
複数選択可)

※あてはまる項目がない場合は、その他にご記入ください。

□ 評価・処遇に関すること(賃金、評価制度、キャリアパス、正社員転換など)

□
業務の負担軽減・効率アップに関すること
（介護ロボットの導入、ICT機器の活用、外国人材の活用など）

□ 休暇・労働時間、就業規則、育児・介護休業法の改正等に関すること

□ 健康管理(職員のメンタルヘルスなど)・福利厚生・研修に関すること

□ 介護職員等処遇改善加算に関すること

□
業務・組織管理に関すること
（業務改善に取り組む体制作り、ハラスメント対策など）

□

その他

相談実施
希望日時

第１希望 ： 月  日 （ ）〔 ： ～ ： 〕

第２希望 ： 月  日 （ ）〔 ： ～ ： 〕

第３希望 ： 月  日 （ ）〔 ： ～ ： 〕

✓
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